
 

事 務 連 絡 

令和６年１０月１６日 

各まちづくり協議会会長 様  

各市民センター館長   様  

 

北九州市総務市民局地域・人づくり部   

市民センター担当課長 長門 充紘   
 

 

「閉館時刻繰り上げ」及び「土曜日夜間・日曜開館」の実施意向調査について 
 

日頃から、市民センターの運営にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

令和６年度より、柔軟で効率的な市民センター運営を図ることを目的とした、閉館時

刻繰り上げの試行実施にご協力いただき感謝いたします。 

また、令和６年 10 月 1 日付「市民センターの閉館時刻に関するアンケート」にご協力

いただきまして誠にありがとうございました。 

アンケートの結果を踏まえまして、閉館時刻の繰り上げに支障がないセンターにつ

いては、令和７年度からは、２１時から２２時に予約等が入っていない曜日は、閉館

時刻の繰り上げのご検討をいただきたいと考えています。 

加えまして、若者や子育て・現役世代等が利用しやすい曜日・時間帯として、「土曜

日夜間・日曜日開館」の実施館の拡大を図りたいと考えています。 

つきましては、下記のとおり実施意向調査の回答について、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

記 

 

１ 送付文 

（１）「閉館時刻繰り上げ」及び「土曜日夜間・日曜日開館」の実施意向調査票 

（２）令和７年度 市民センターの「閉館時刻繰り上げ」、「土曜日夜間・日曜日開館」

の考え方について 

（３）閉館時刻の繰り上げの参考事例及び注意事項 

（４）市民センター閉館時刻（通年）調査状況表（R6 年 8 月時点） 

（５）令和６年度市民センター閉館時刻一覧表（R6 年 8 月時点） 

（６）令和６年度日曜開館･土曜夜間開館センター一覧（R6 年 4 月時点） 

 

２ 提出について 

（１）提出資料   

「閉館時刻繰り上げ」及び「土曜日夜間・日曜日開館」の実施意向調査票 

（２）提出期限  １１月８日（金） 

（３）提出先   各区コミュニティ支援課にメールで回答してください。 

 



 

３ その他 

（１） 実施意向調査については、全ての市民センターが対象です。 

 

（２） 実施意向調査の回答にあたっては、別紙『令和７年度 市民センターの「閉館時 

刻繰り上げ」、「土曜日夜間・日曜日開館」の検討の考え方について』及び『閉館時

刻の繰り上げの参考事例及び注意事項』を確認してください。 

 

（３） 閉館時刻繰り上げ実施している市民センターの管理運営の委託契約については 

閉館時間に応じた委託料に調整（減額）しています。また、閉館時刻後の閉館作業

（１０分程度、２１時１０分まで）に備えて、委託料の増額をしています。 

 

【問合せ先】総務市民局地域振興課 

担当 小牧、桑本 

電話 ５８２－２１１１ 


